
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を

改正する省令について

１．背景

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第６３

条においては、管理業務主任者は、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求

があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならないとされている。また、同

法第７２条第４項においては、管理業務主任者は、同条第１項又は第３項の重要事項説

明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならないと

されている。管理業務主任者証の記載事項については、マンションの管理の適正化の推

進に関する法律施行規則（平成１３年国土交通省令第１１０号。以下「規則」という。）

第７４条第１項に規定されており、管理業務主任者の住所、登録番号、登録年月日等が

記載されている。

今般、管理業務主任者の個人情報保護への配慮が必要であることから、規則について

所要の改正を行った。

２．概要

（１）規則の一部改正（第７４条及び別記様式第２２号関係）

管理業務主任者証の記載事項から「管理業務主任者の住所」を、管理業務主任者証

の様式から「住所」を削除する。

（２）施行期日（附則第１項関係）

この省令は、平成２７年４月１日から施行する。

（３）経過措置（附則第２項関係）

この省令の施行の際に現に交付されている管理業務主任者証は、その有効期間内に

おいては、この省令による改正後の規則による管理業務主任者証とみなす。

３．スケジュール

公 布 平成２７年３月２７日

施 行 平成２７年４月 １日


